
ページ番号の表示/非表示の仕方
「挿入」→「スライド番号」→「スライド」
→「スライド番号」にチェック

川崎都市計画メールマガジンのご案内

川崎市では、都市計画手続やまちづくりに関する意見交換などのお知ら

せについて、市ホームページをはじめ、市政だより、掲示物等でお知らせしてい

るほか、御希望される方に川崎都市計画メールマガジンを配信しています。

受付でお配りいたしました、『川崎都市計画素案説明会等のお知らせ』裏

面にメルマガ登録二次元コードを掲載しておりますのでご覧ください。

メルマガ登録二次元コード
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

川崎都市計画素案説明会
川崎都市計画都市高速鉄道の変更（京浜急行大師線）

日時：令和８年５月２５日（月）午後７時～午後８時３０分
場所：川崎市本庁舎２階ホール
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説明の流れ 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

１ 事業の背景

２ 事業の取組状況

３ 都市計画素案

４ 今後の都市計画手続
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１ 事業の背景

（１） 周辺の状況
（２） 事業概要
（３） これまでの経緯
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（１） 周辺の状況
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

鈴木町駅
川崎大師駅

港町駅

多摩川

東門前駅 大師橋駅
小島
新田駅

京急川崎駅

JR東海道線
JR京浜東北線

京浜急行本線

今回、都市計画手続の対象とする区間

N

京浜急行大師線連続立体交差区間
（都市計画変更区間）

※大師橋駅西側～小島新田駅間はＲ６に都市計画手続済み



鈴木町すり付け
（都市計画未決定）

（２） 事業概要
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

1期区間 延長約2.4km

京急川崎駅

1期②区間(鈴木町駅～東門前駅)

   京浜急行大師線 延長約５.0ｋｍ

２期区間 延長約2.9㎞（事業中止）

港町駅 小島新田駅

京浜急行大師線連続立体交差事業
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踏切除却を目的とした連続立体交差事業を実施

1期①区間(東門前駅～小島新田駅)

延長約1.2km 延長約1.2km
鈴木町すり付け区間



（２） 事業概要
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

縦断面図

断面図

参考写真：東門前駅～大師橋駅

令和３年２月撮影

大師橋
第４踏切

凡例 地下化区間現線区間 暫定すり付け区間現線区間（地下化前）

国道409号 東京大師横浜線
（産業道路）

川崎大師駅 東門前駅

川崎大師駅 東門前駅 大師橋駅

小島新田駅鈴木町駅

京急川崎駅
方面



（３） これまでの経緯
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

年 月 内 容

平成５年６月 都市計画決定

平成６年３月 都市計画事業認可

平成29年11月
川崎市公共事業評価審査委員会の審議を踏まえた対応方針を公表
• 鈴木町駅～小島新田駅間(１期区間） 「事業継続」
• 京急川崎駅～川崎大師駅間（２期区間） 「中止」

平成31年２月
京急川崎駅～川崎大師駅間の中止に伴う今後の進め方を公表
• 鈴木町すり付けに向けた都市計画等の手続を行う
• 京急川崎（大）第２踏切については、鉄道アンダー案を基本に検討を進める

平成31年３月 東門前駅～小島新田駅間（１期①区間） 「地下運行開始」

令和７年１月
鈴木町駅～東門前駅間（１期②区間）の検討結果・今後の取組方針を公表
• 令和８年度の工事着手に向けて、必要な都市計画等の手続を進める

令和８年１月 「京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間の踏切対策について」を公表



２ 事業の取組状況

（１） 対応方針
（２） ２期区間の踏切対策
（３） 今後のスケジュール
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（１） 対応方針
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

１期区間及び２期区間に関する今後の取組・対応方針（平成29年11月公表）

（出典：川崎市HP（平成29年度 公共事業評価審査委員会開催概要「審議結果を踏まえた今後の取組・対応方針について」））

鈴木町駅の東側手前で現在線に擦り付けることで事業を推進する

１期区間

２期区間

現在の都市計画変更を前提として、残された４つの踏切に対して、

代替案の検討をする

事業を取り巻く社会経済状況の変化や費用便益比

の結果などを踏まえ、川崎市公共事業評価審査委

員会の審議に基づき、１期区間は「事業継続」、

２期区間は「中止」といたしました。
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

２期区間（京急川崎駅～川崎大師駅間）

の事業を「中止」することを公表

平成29年11月

２期区間の中止により残る４つの踏切

について、踏切対策の検討内容を公表

令和８年１月

（２） ２期区間の踏切対策

令和８年度 都市計画手続に着手

（出典：川崎市ＨＰ（京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間））



鈴木町すり付け
（都市計画未決定）

（２） ２期区間の踏切対策
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

1期区間 延長約2.4km

京急川崎駅

1期②区間(鈴木町駅～東門前駅)

   京浜急行大師線 延長約５.0ｋｍ

２期区間 延長約2.9㎞（事業中止）

港町駅 小島新田駅

２期区間の中止により残る４つの踏切
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除却した４つの踏切

1期①区間(東門前駅～小島新田駅)

延長約1.2km 延長約1.2km
鈴木町すり付け区間

事業中止に伴い
残る４つの踏切

除却予定の６つの踏切



（２） ２期区間の踏切対策
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

○ 対策の必要性が高い京急川崎（大）第２踏切については、踏切部分の鉄道を地下化することで国道409号と
京浜急行大師線とを立体交差化する「鉄道アンダー案」の検討を行っています。

対策前

対策後（イメージ）

鉄道アンダー案
イメージパース

京急川崎（大）第２踏切

京急川崎（大）第２踏切の踏切対策

・事業実施に向けた検討、及び関係機関との協議・調整を進めます。

・沿線地域に対して、立体交差化の概要や想定される影響と
対策などについて説明し、治水安全性の確保や、沿線地域への
影響の低減が図れた計画となるよう取組を進めます。

取組の推進

（参考：「京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間の踏切対策について」令和８年3月11日まちづくり委員会 所管事務の調査（報告）資料）



（２） ２期区間の踏切対策
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川崎都市計画都市高速鉄道の変更

踏切前後の滞留スペース
の確保

踏切保安設備の強化
（障害物検知装置等）

踏切安全啓発活動
の取組

カラー舗装・
点字ブロックの敷設

踏切注意喚起看板
の拡充警戒標識（踏切あり）

の設置

取組イメージ

歩車分離

踏切拡幅、
道路線形改良

安全性向上のための取組（短・中期対策）

取組の推進

京急川崎（大）第１踏切・港町第１踏切・港町第３踏切の踏切対策

各踏切について、利用状況や地域の特性、利用されている方々及び鉄道事業者
の意向等を踏まえながら有効な取組について、  実施を検討します。

（参考：「京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間の踏切対策について」令和８年3月11日まちづくり委員会 所管事務の調査（報告）資料）
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（３） 今後のスケジュール 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

令和８年度 令
和
18
年
度

令
和
９
年
度
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和
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年
度

令
和
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年
度

令
和
21
年
度4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

京
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急
行
大
師
線
連
続
立
体
交
差
事
業

２
期
区
間
の

踏
切
対
策

検討結果に基づく取組の推進

詳細設計

都市計画変更手続

工事推進

都
市
計
画
変
更

工
事
着
手※ 地

下
切
替

工
事
完
成

～

環境影響評価手続

都
市
計
画
素
案
説
明
会

５月25日

～

事
業
認
可
変
更

※事業認可変更前の工事は仮道関係工事です

（参考：「京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間の踏切対策について」令和８年3月11日まちづくり委員会 所管事務の調査（報告）資料）

鈴木町駅～東門前駅間



３ 都市計画素案

京浜急行大師線の変更
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17

平成５年 京急川崎駅から小島新田駅間
（川崎区駅前本町から川崎区田町２丁目）

連続立体交差事業の都市計画決定

（ 理 由 ）
計画区域内の踏切を除却することで交通渋滞の解消、都市の
効率的な土地利用と市街地の一体的な整備を図るため、連続
立体高架化の都市計画を決定した。

川崎都市計画都市高速鉄道の変更

令和６年 大師橋駅付近から小島新田駅間
（川崎区大師河原２丁目から川崎区田町２丁目）

都市計画区域の変更

（ 理 由 ）
大師橋駅部において、防災機能向上を図るため、非常用電源
設備の配置を地下から地上に変更するなど、駅施設の区域を
変更するとともに、本線の区域について、耐震基準の変更等
に伴い区域を変更した。

京浜急行大師線の変更
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

京浜急行大師線は、本市都心部と臨海部とを結び、公共交通機関として市

民生活と産業活動を支えている路線であり、踏切除却を目的とした連続立体

交差事業を実施するため、平成５年６月に都市高速鉄道として都市計画決定

し、平成６年３月に事業認可を受けました。

都市計画決定から長期間が経過する中、社会経済状況など事業環境を取り

巻く変化が生じたことから、平成29年10月に開催された川崎市公共事業評価

審査委員会における審議を踏まえ、同年11月に京急川崎駅から川崎大師駅

までの区間については事業を中止する方針を公表しました。

本案は、令和８年１月に「京浜急行大師線連続立体交差事業２期区間踏切

対策について」を公表したことを踏まえ、起点、延長及び区域の変更を行うも

のです。

都市計画変更の理由



凡例

都市計画変更前
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更
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都市計画変更後

計画図（素案）箇所図



20

京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

京急川崎駅

（仮称）宮前駅

起
点

川
崎
市
川
崎
区
駅
前
本
町

地
内

延長 約4,510m 地下式

川崎都市計画都市高速鉄道 京浜急行大師線 延長 約5,040m

スクリーンでは、黄色文字が判別しづらいため、一部加工しています



凡例

都市計画変更前
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更
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計画図（素案）箇所図
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

スクリーンでは、黄色文字が判別しづらいため、一部加工しています



凡例

都市計画変更前
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更
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計画図（素案）箇所図
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

港町駅

鈴木町駅

延長 約4,510m 地下式

川崎都市計画都市高速鉄道 京浜急行大師線 延長 約5,040m

スクリーンでは、黄色文字が判別しづらいため、一部加工しています



凡例

都市計画変更前

25

京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更
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計画図（素案）箇所図
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

延長 約4,510m 地下式

川崎都市計画都市高速鉄道 京浜急行大師線 延長 約5,040m

※スクリーン画面上、黄色文字が判別しづらいため、加工しています

スクリーンでは、黄色文字が判別しづらいため、一部加工しています



凡例

都市計画変更前
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更
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港
町
駅

小
島
新
田
駅

1/5

2/5

3/5

5/5

4/5

都市計画変更後

計画図（素案）箇所図
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京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

延長 約4,510m 地下式

川崎都市計画都市高速鉄道 京浜急行大師線 延長 約5,040m

※スクリーン画面上、黄色文字が判別しづらいため、加工しています

スクリーンでは、黄色文字が判別しづらいため、一部加工しています



横断面図 変更後

耐震基準の変更に伴う
幅員変更等による区域変更

変更前
約10m 約12m

京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

区域変更計画図（素案）抜粋
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計画図（素案）抜粋

川崎大師駅 横断面図

川崎大師駅

京浜急行大師線の変更 川崎都市計画都市高速鉄道の変更
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変更前 変更後

機械設備の配置変更等による区域変更

区域変更

B1

B2

B1

B2ホーム ホーム ホーム ホーム

機械室

機械室

※機械室はB1の一部



４ 今後の都市計画手続
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都
市
計
画
変
更
の
告
示

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
案
の
縦
覧
【２
週
間
】

公
述
意
見
の
要
旨
と

市
の
考
え
方
縦
覧
【１
ヶ
月
間
】

※１ 川崎市民及び利害関係人の方が、本案件に関する事項の都市計画の案に対して、意見書を提出できます。

※１

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

６ 

月 

25 

日
）

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

５
月 

26 

日
～

令
和
８ 

年 

６ 

月 

９
日
）

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

５ 

月 

25 

日
）

公述申出書受付
※公述の申し出が
あった場合のみ開催

32

今後の都市計画手続（全体の流れ） 川崎都市計画都市高速鉄道の変更



縦覧場所
○ まちづくり局計画部都市計画課
○ 川崎区役所 〇大師支所仮庁舎

受付時間
平日 午前８時３０分～午後５時

縦覧期間

令和８年５月26日（火）～
令和８年６月９日（火）

① ② ③

受付時間
平日 午前９時３０分～午後７時
土日・祝日 午前９時３０分～午後５時

○ 川崎図書館

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

５ 

月 

25 

日
）

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

５ 

月 

26 

日
～

令
和
８ 

年 

６ 

月 

９
日
）

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

６ 

月 

25 

日
）

縦覧期間中、「都市計画素案」を市ホームページに掲載します。

川崎市HP＞ 都市計画 手続き中 で検索＞『現在手続き中の都市計画案件』
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今後の都市計画手続（素案縦覧） 川崎都市計画都市高速鉄道の変更



申出期間

令和８年５月26日（火）～
令和８年６月９日（火）

申出方法

○書面での提出

・公述申出書を都市計画課へ郵送又は持参
・公述申出書の書式は自由
（氏名、住所、意見の要旨を記載）

・参考書式は縦覧場所又は本市ホームページで

○電子申請

・本市ホームページから申請

公述申し出ができるのは、川崎市民又は
利害関係人の方

② ③

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

５ 

月 

26 

日
～

令
和
８ 

年 

６ 

月 

９
日
）

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

５ 

月 

25 

日
）

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

６ 

月 

25 

日
）
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今後の都市計画手続（公述の申し出）川崎都市計画都市高速鉄道の変更



公述の申し出があった場合のみ開催

公聴会

日時：
令和８年６月25日（木）

午後７時～
場所：

川崎市役所本庁舎１階
101・102会議室

・申出多数の場合抽選（定員１０名）
・公述はおひとり１５分以内
・開催しない場合は6月18日(木)頃までに
本市ホームページ及び縦覧場所に掲示

公
聴
会
（ 

令
和
８ 

年 

６ 

月 

25 

日
）

素
案
縦
覧
（ 

令
和
８ 

年 

５ 

月 

26 

日
～

令
和
８ 

年 

６ 

月 

９
日
）

素
案
説
明
会
（ 

令
和
８ 

年 

５ 

月 

25 

日
）

① ② ③
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今後の都市計画手続（公聴会） 川崎都市計画都市高速鉄道の変更



公述人

公述の申出をされた方は都市計画素案に対する

ご意見を述べることができます。

※傍聴もできます

36

公聴会の様子 川崎都市計画都市高速鉄道の変更
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今後の都市計画手続 川崎都市計画都市高速鉄道の変更

表 面 裏 面
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